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平成２８年（厚）第６９６号

平成２９年３月３１日裁決

主文

厚生労働大臣が、平成○年○月○日付で再

審査請求人に対してした、後記「理由」欄第

２の２記載の原処分のうち、障害基礎年金の

請求を却下した部分を取り消す。

その余の再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、国民年金法（以下

「国年法」という。）による障害基礎年金及

び厚生年金保険法（以下「厚年法」という。）

による障害厚生年金（以下、併せて「障害

給付」という。）の支給を求めるというこ

とである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、双極性気分障害、成人期Ａ

ＤＨＤ（以下、併せて「当該傷病」とい

う。）により、障害の状態にあるとして、

平成○年○月○日（受付）、厚生労働大

臣に対し、事後重症による請求として、

障害給付の裁定請求（以下「本件裁定請

求」という。）をした。

なお、裁定請求書には、当該傷病の発

生した日として「平成○年○月○日」と、

初診日として「平成○年○月○日」と記

載されている。

２　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「障害厚生年金を受

給するためには、傷病の初診日が厚生年

金保険の被保険者であった間であること

が要件の１つとなっていますが、現在提

出されている書類では、当該請求にかか

る傷病（双極性気分障害　成人期ＡＤＨ

Ｄ）の初診日が平成○年○月○日（厚生

年金保険の被保険者であった間）であ

ることを確認することができないため。」

という理由により、本件裁定請求を却下

する旨の処分（以下「原処分」という。）

をした。

３　請求人は、原処分を不服として、○○

厚生局社会保険審査官に対する審査請求

を経て、当審査会に対し、再審査請求を

した。

第３　問題点

１　障害厚生年金の支給を受けるために

は、障害の原因となった傷病（その障害

の直接の原因となった傷病が他の傷病に

起因する場合は当該他の傷病を含む。以

下同じ。）につき初めて医師又は歯科医

師の診療を受けた日（以下「初診日」と

いう。）において厚生年金保険の被保険

者であることのほか、保険料納付に関す

る要件として、初診日の前日において、

当該初診日の属する月の前々月までに国

民年金の被保険者期間（厚生年金保険の

被保険者期間を含む。以下同じ。）があ

り、かつ、①　当該被保険者期間に係る

保険料納付済期間と保険料免除期間とを

合算した期間が当該被保険者期間の３分

の２以上であること、又は、②　当該初

診日の属する月の前々月までの１年間の

うちに保険料納付済期間及び保険料免除

期間以外の被保険者期間がないことのい

ずれかの要件を満たしていなければなら

ない（以下、この①及び②の要件を「保

険料納付要件」という。）、とされ、さらに、

障害認定日あるいは裁定請求日における

障害の原因となった傷病による障害の状

態が、国年法施行令（以下「国年令」と

いう。）別表に定める程度（障害等級１

級又は２級）又は、厚年法施行令（以下「厚

年令」という。）別表第１に定める程度（障

害等級３級）に該当することが必要とさ

れている（国年法第３０条、第３０条の

２、厚年法第４７条、第４７条の２及び

国民年金法等の一部を改正する法律（昭

和６０年法律第３４号）附則第２０条第

１項、第６４条第１項、国年令第４条の

６、厚年令第３条の８）。

そして、障害等級２級以上の障害厚生

年金が支給される者には、併せて障害基

礎年金が支給される。

２　本件裁定請求が、当該傷病による障害

を支給事由として請求されたものである
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ことは、本件記録から明らかであり、当

事者間にも争いがないものと認められる

ところ、原処分は、請求人の事後重症請

求による障害給付の裁定請求に対しこれ

を却下したものであり、その理由は、請

求人の当該傷病の初診日（以下「本件初

診日」という。）が、請求人が厚生年金

保険の被保険者であった期間（以下「厚

年期間」という。）中にあることを確認

することができないことと、請求人が国

年法の規定する障害基礎年金の受給要件

を満たしていないことをもその理由とす

るものと解されるので、本件においては、

まず、本件初診日はいつと認めるべきか、

次いで、それが厚年期間中であると認め

ることができるかどうか、そして、次に、

本件初診日が厚年期間中であると認めら

れない場合は、請求人が障害基礎年金の

受給要件を満たしていないと認めること

ができるかどうかということである。

第４　当審査会の判断

１　本件初診日について判断する。

(1)　初診日に関する証明資料は、国年

法及び厚年法が、初診日を障害給付の

受給権発生の基準となる日と定めてい

る趣旨からいって、直接その診療に関

与した医師（歯科医師を含む。以下

同じ。）又は医療機関が作成したもの、

又はこれに準ずるような証明力の高い

資料でなければならないと解するのが

相当である。

また、国年法及び厚年法上の障害の

程度を認定するためのより具体的な基

準として、社会保険庁により発出され、

同庁の廃止後は厚生労働省の発出した

ものとみなされて、引き続きその効力

を有するものとされ、当審査会も、障

害の認定及び給付の公平を期するため

の尺度としてそれに依拠するのが相当

であると考える「国民年金・厚生年金

保険障害認定基準」（以下「認定基準」

という。）は、「第１　一般的事項」の

「３　初診日」で、「初診日」とは、障

害の原因となった傷病につき、初めて

医師の診療を受けた日をいう、として

いるところ、障害の原因となった傷病

の前に、その傷病と相当因果関係があ

ると認められる傷病があるときは、最

初の傷病の初診日をもって、障害の原

因となった傷病の初診日となると解す

るのが相当である。

(2)　本件についてこれをみると、本件

で初診日に関して前記のような高い証

明力を有する客観的資料として取り上

げなければならないのは、①　ａ病院

（以下「ａ病院」という。）ｂ科・Ａ医

師（以下「Ａ医師」という。）作成の

平成○年○月○日現症に係る同年○月

○日付診断書（以下「本件診断書」と

いう。）、②　Ａ医師作成の平成○年○

月○日付受診状況等証明書、③　Ａ医

師作成の○年○月○日付診断書（精

神障害者保健福祉手帳用）、④　Ａ医

師作成の○年○月○日付診断書（精

神障害者保健福祉手帳用）、⑤　ｃ病

院・Ｂ医師作成の平成○年○月○日付

医師等の証明書、⑥　○○が平成○年

○月○日付で請求人に対して交付した

精神保健及び精神障害者福祉に関する

法律第４５条の保健福祉手帳（障害者

手帳）、⑦　審査請求時に提出された、

Ａ医師作成の平成○年○月○日付意見

書（自立支援医療　精神通院用）、⑧　

審査請求時に提出された、Ａ医師作成

の○年○月○日付診断書、⑨　審査請

求時に提出された、Ａ医師作成の○年

○月○日付自立支援医療診断書（精神

通院）である。そして、①には、傷病

名として当該傷病が掲げられ、傷病の

発生年月日「平成○年頃　本人の申立

て（○年○月○日）」、そのため初めて

医師の診断を受けた日「平成○年○月

○日　本人の申立て（○年○月○日）」、

発病から現在までの病歴及び治療の経

過、内容、就学・就労状況等、期間等（請

求人の陳述による。○年○月○日聴

取。）として「幼少期から不注意問題

あり、授業に集中できず、不登校あり

腹痛で休むことあった。車酔いの問題

あり、現在も以上の傾向残存している。
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デザイン会社を設立しても○年半で解

散、タクシー運転手になった。Ｈ○年

からｄ病院（○○）に受診した。自律

神経症状が中心であった　○年に、家

計を支えていた父が食道癌で急死と境

界性人格障害女性との交流で心身とも

消耗し、を契機に発病が顕在化に至っ

た。躁うつ病と成人期ＡＤＨＤの併存

から、生活の建て直しが出来ず、自己

破産を２回くり返しに至った。Ｈ○年

○月○日より当院受診となった。その

後病状不安定で、就労困難となった。」、

診断書作成医療機関における初診年月

日「平成○年○月○日」、その時の所

見として「勤怠状況の不良で職場から

くり返し注意受ける。眠む気対策で前

医からリタリン処方、私生活では、精

神科受診中の彼女に振り回わされてい

る。○才で自己破産となり経済的困窮

し、自殺企図歴あり。」と記載されて

いる。②には、「当時の診療録より記

載したものです。」とした上、傷病名

として当該傷病が掲げられ、発病年月

日（注：記載なし）、傷病の原因又は

誘因「不明」、発病から初診までの経

過として「前医からの紹介状はあり

ますか。⇒無」とし、「○才で自己破

産、○才からタクシー運転手を行って

いた。○才にて、失恋を契機にうつ状

態　自殺企図があり、当院受診とな

る。」、初診年月日「平成○年○月○日」、

終診年月日、終診時の転帰（注：いず

れも記載なく、「現在（継続中）」と付

記されている。）、初診から終診までの

治療内容及び経過の概要として「うつ

状態の治療を行っていた。反応不良・

生活史の問題の関与もあった。○.○

より診断治療の見直しをして、双極性

気分障害と成人期ＡＤＨＤの併存とし

て治療を継続している。」と記載され

ている。③には、病名として「(1) 主

たる精神障害　反復性うつ病障害　Ｉ

ＣＤコード　Ｆ３３、(2) 従たる精神

障害　成人期ＡＤＨＤ　ＩＣＤコード

（注：記載なし）、(3) 身体合併症　過

敏性大腸症　身体障害者手帳（無）」、

初診年月日（前医がある場合、前医が

初めて診断した日が主たる精神障害の

初診年月日となります。）として「(1)

主たる精神障害の初診年月日Ｈ○年○

月○日（診療録で確認）、(2) 診断書

作成医療機関の初診年月日Ｈ○年○月

○日」、発病から現在までの病歴及び

治療内容等として「（推定発病時期Ｈ

○年○月頃）幼少期には注意障害がみ

られた。○才でデザイン事務所を立ち

上げて社長をしていた。Ｈ○ . 恋愛

問題と父の死が重なった頃に発病す

る。Ｈ○.○.○当院受診する。うつ病

時では寝込み型となる。自己破産を○

回受ける。再就職は遅刻のためクビに

なり易い。」と記載されている。④に

は、病名として「(1) 主たる精神障害　

双極性障害　ＩＣＤコード（Ｆ３１）、

(2) 従たる精神障害　成人期ＡＤＨ

Ｄ　ＩＣＤコード（Ｆ９０）、(3) 身

体合併症　過敏性大腸症　身体障害者

手帳（無）」、初診年月日（前医がある

場合、前医が初めて診断した日が主た

る精神障害の初診年月日となります。）

として「(1) 主たる精神障害の初診年

月日○年○月○日（診療録で確認）、

(2) 診断書作成医療機関の初診年月日

○年○月○日」、発病から現在までの

病歴及び治療内容等として「（推定発

病時期○年○月頃）幼少期に注意障害

あり、しかし診断治療歴なし。○才デ

ザイン事務所を立ち上げて社長をして

いた。Ｈ○ .恋愛問題と父の死が重な

り　を契機に発病となる。Ｈ○.○.○

当院受診する。うつ病の診断治療をう

ける。自己破産を○回くり返すなど社

会的逸脱があり。双極型の診断に変更

し、治療変更している。」と記載され

ている。⑤には、傷病名として「両下

腿打撲、頚椎捻挫、頚椎挫傷」が掲げ

られ、状況として「上記傷病により、

下記の期間の就労は困難であると判断

する。期間　平成○年○月○日から平

成○年○月○日（その日の翌日から
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は、週２０時間以上の就労が可能であ

る。）まで。」と記載されている。⑥に

は、「障害等級２級」（注：交付当初は

「障害等級３級」とされ、〔Ｈ○／○／

○〕等級変更と付記されている。）と

記載されている。⑦には、病名として

「(1) 主たる精神障害　病名　うつ病　

ＩＣＤコード（Ｆ３３）、(2) 従たる

精神障害　病名（注：記載なし）、(3)

身体合併症　病名　下痢症」、発病か

ら現在までの病歴として「（推定発病

年月日　Ｈ○年○月頃）恋愛問題を契

機に発病、同時期に経済的問題、父の

死により喪失反応が加わっていた。Ｈ

○.○より当院外来受診する。職業の

問題で病状変化あり、失業時に不安

定となる。」と記載されている。⑧に

は、病名として「心身不調状態（心因

反応）」が掲げられ、それに引き続い

て「上記のために、安静休養を要する

状態であった。よって、○月○日から

○月○日まで休務を要する。」と記載

されている。⑨には、病名として「(1)

主たる精神障害　双極性気分障害　Ｉ

ＣＤコード（Ｆ３１）、(2) 従たる精

神障害　成人期ＡＤＨＤ　ＩＣＤコー

ド（Ｆ９０）、(3) 身体合併症　過敏

性腸症候群」、発病から現在までの病

歴として「（推定発病時期　○年○月

頃　初診日　○年○月）幼児期は不注

意の問題あった。○才で社長を行った。

Ｈ○年に発症する。○.○.○当院受診

となる。幼児期は、注意問題があった」

と記載されている。

そして、請求人は、ｅ病院が請求

人に対して発行した平成○年○月○日

付受付票及び外来医療費請求書兼領収

書をもって、本件初診日である旨申し

立てているが、それによれば、傷病

名、初診日、治療内容等の記載はなく、

診療科はｆ科とされており、同病院に

はカルテ等の診療録が残っていないた

め、上記受診に係る受診状況等証明書

は添付できないとしているのであるか

ら、同日をもって当該傷病の初診日と

認めることはできない。

また、請求人は、ｅ病院が請求人

に対して発行した平成○年○月○日付

受付票及び外来医療費請求書兼領収

書、同年○月○日付及び○年○月○日

付外来医療費請求書兼領収書、外来診

察予約票、ａ病院が請求人に対して発

行した診療費請求書兼領収書（診療

日：平成○年○月○日、平成○年○月

○日）を、審査請求時には、ａ病院が

請求人に対して発行した平成○年○月

○日付診療費請求書兼領収書、ｇ病院

（以下「ｇ病院」という。）の請求人に

係る平成○年○月○日付支払い誓約書

を提出しているが、これらには、診療

科名の記載はあるものの、傷病名、治

療内容等の記載はなく、ｅ病院の請求

人に係る診察券、ａ病院が請求人に対

して発行した平成○年○月○日付処方

せん○通、ｈ薬局が請求人に対して発

行したＣさんのお薬と題する平成○年

○月○日付書面、請求人に係るお薬手

帳を、審査請求時には、ｇ病院が請求

人に対して発行したＣさんのお薬につ

いてと題する平成○年○月○日付書面

を提出しているが、これらには、傷病

名、診療科名、治療内容等の記載がな

く、ｈ薬局が請求人に対して発行した

平成○年○月○日付保険調剤明細書、

○○知事が平成○年○月○日付で請求

人に対して交付した自立支援医療受給

者証（精神通院）、○○知事宛の平成

○年○月○日付障害者手帳申請書を、

審査請求時には、ｈ薬局が請求人に対

して発行した平成○年○月○日付領収

証、同日付保険調剤明細書を提出して

いるが、これらには、医療機関名、傷

病名、診療科名、治療内容等の記載が

なく、これらの資料をもって本件初診

日を認定することはできない。

これらの事実によれば、請求人は、

平成○年○月○日にａ病院を受診し

て、当該傷病と診断されているところ、

それよりも前に当該傷病又は当該傷病

と相当因果関係のある疾病等により、
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医師の診療を受けたこと又はこれに準

ずる事実があったことを裏付ける客観

的資料は存しないのであるから、請求

人の申立てのみをもって、平成○年○

月○日を本件初診日と認めることはで

きないので、本件初診日は、平成○年

○月○日とするのが相当である。

２　その余の点について判断する。

(1)　本件記録によれば、本件初診日ま

での請求人の厚年期間は、平成○年○

月○日から同年○月○日まで、平成○

年○月○日から平成○年○月○日ま

で、平成○年○月○日から同年○月○

日まで、同年○月○日から平成○年○

月○日まで、同年○月○日から平成○

年○月○日まで、平成○年○月○日か

ら平成○年○月○日までとなってお

り、平成○年○月○日から平成○年○

月○日までは、国民年金の被保険者期

間であることが認められるので、本件

初診日において、請求人は厚生年金保

険の被保険者ではないことが明らかで

ある。

(2)　前記のとおりであるから、請求人

は、本件初診日においては、国年法の

規定に基づく国民年金の被保険者で

あったことになり、同法等の関係法令

の規定する要件を満たせば障害基礎年

金を受給し得ることになる。本件記録

によれば、請求人は、本件初診日の前

日において、当該初診日の属する月の

前々月である平成○年○月までの１年

間は、すべて厚年期間であるから、請

求人は、前記第３の１の②の保険料納

付要件を満たしていると認められる。

(3)　次に、裁定請求日当時における請

求人の当該傷病による障害の状態（以

下「本件障害の状態」という。）が、

国年令別表に定める程度に該当してい

るかどうかを検討するに、当該傷病に

より障害等級１級の障害基礎年金が支

給される障害の程度としては、国年令

別表に「精神の障害であつて、前各号

と同程度（注：日常生活の用を弁ずる

ことを不能ならしめる程度）以上と

認められる程度のもの」（１０号）が、

障害等級２級の障害基礎年金が支給さ

れる障害の程度としては、国年令別表

に「精神の障害であつて、前各号と同

程度（注：日常生活が著しい制限を受

けるか、又は日常生活に著しい制限を

加えることを必要とする程度）以上と

認められる程度のもの」（１６号）が

定められている。

認定基準の「第２　障害認定のた

めの基本的事項」の「１　障害の程度」

によれば、日常生活の用を弁ずること

を不能ならしめる程度とは、他人の介

助を受けなければほとんど自分の用を

弁ずることができない程度のもので、

例えば、身のまわりのことはかろうじ

てできるが、それ以上の活動はできな

いもの又は行ってはいけないもの、す

なわち、病院内の生活でいえば、活動

の範囲がおおむねベッド周辺に限られ

るものであり、家庭内の生活でいえ

ば、活動の範囲がおおむね就床室内に

限られるものであるとされ、日常生活

が著しい制限を受けるか又は日常生活

に著しい制限を加えることを必要とす

る程度とは、必ずしも他人の助けを借

りる必要はないが、日常生活は極めて

困難で、労働により収入を得ることが

できない程度のもので、例えば、家庭

内の極めて温和な活動（軽食作り、下

着程度の洗濯等）はできるが、それ以

上の活動はできないもの又は行っては

いけないもの、すなわち、病院内の生

活でいえば、活動の範囲がおおむね病

棟内に限られるものであり、家庭内の

生活でいえば、活動の範囲がおおむね

家屋内に限られるものであるとされて

いる。

(4)　認定基準の第３第１章第８節／精

神の障害によると、精神の障害の程度

は、その原因、諸症状、治療及びその

病状の経過、具体的な日常生活状況等

により、総合的に認定するものとし、

日常生活の用を弁ずることを不能なら

しめる程度のものを１級に、日常生活
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が著しい制限を受けるか又は日常生活

に著しい制限を加えることを必要とす

る程度のものを２級に該当するものと

認定するとされ、精神の障害は、多種

であり、かつ、その症状は同一原因で

あっても多様であるので、認定に当

たっては具体的な日常生活状況等の生

活上の困難を判断するとともに、その

原因及び経過を考慮するとされ、精

神の障害は、「統合失調症、統合失調

症型障害及び妄想性障害」、「気分（感

情）障害」、「症状性を含む器質性精神

障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発

達障害」に区分するとされているが、

請求人の当該傷病については、その現

出している病状から、気分（感情）障

害に関する認定要領を参酌して障害の

程度を判定するのが相当と解されると

ころ、気分（感情）障害による障害で

障害等級１級に相当すると認められる

ものの一部例示として、「高度の気分、

意欲・行動の障害及び高度の思考障害

の病相期があり、かつ、これが持続し

たり、ひんぱんに繰り返したりするた

め、常時の援助が必要なもの」が、障

害等級２級に相当すると認められるも

のの一部例示として、「気分、意欲・

行動の障害及び思考障害の病相期があ

り、かつ、これが持続したり又はひん

ぱんに繰り返したりするため、日常生

活が著しい制限を受けるもの」がそれ

ぞれ掲げられ、気分（感情）障害は、

本来、症状の著明な時期と症状の消失

する時期を繰り返すものであるので、

現症のみによって認定することは不十

分であり、症状の経過及びそれによる

日常生活活動等の状態を十分考慮する

とされ、気分（感情）障害とその他認

定の対象となる精神疾患が併存してい

るときは、併合（加重）認定の取扱い

は行わず、諸症状を総合的に判断して

認定し、日常生活能力等の判定に当

たっては、身体的機能及び精神的機能

を考慮の上、社会的な適応性の程度に

よって判断するよう努めるとされてい

る。

(5)　本件障害の状態についての資料と

しては、本件診断書が存するところ、

それによれば、前記１の (2) に記載し

たことのほか、次の記載があることが

認められる。

（略）

(6)　前記 (5) で認定した本件障害の状

態は、現在の病状又は状態像として、

抑うつ状態（刺激性、興奮、憂うつ気

分）、そう状態（行為心迫、多弁・多動、

気分（感情）の異常な高揚・刺激性）、

精神運動興奮状態及び昏迷の状態（衝

動行為）、知能障害等（高次脳機能障

害（注意障害、遂行機能障害））が認

められ、その程度・具体的な症状とし

て、そううつ混合状態がベースにあ

り、成人期ＡＤＨＤを併存して、生活

設計上無理があり、自己破産を７年毎

に２回行い、慢性的遅刻常習者で、雇

用上不安定であり、通勤途上での自動

車事故も繰り返し退職の原因になった

とされ、デザイン事務所を○歳で設立

したが、１年半で閉鎖し、自己破産と

なったとされ、日常生活状況は、在宅

で同居者があり、２度目の自己破産の

ために自宅を売却し、家族、親戚の仲

が決裂しているとされ、日常生活能力

の判定は、適切な食事、身辺の清潔保

持は自発的かつ適正に行うことはでき

ないが助言や指導があればできる、金

銭管理と買い物、通院と服薬、他人と

の意思伝達及び対人関係、社会性は助

言や指導があればできる、身辺の安全

保持及び危機対応は助言や指導をして

もできない若しくは行わない程度とさ

れ、日常生活能力の程度は「(4)」と

評価され、現症時の日常生活活動能力

及び労働能力は、日常生活活動能力、

労働能力ともに低下しているとされて

いるのであるから、これらを総合勘案

すると、それは、気分（感情）障害で

１級に相当すると認められる例示には

該当しないが、２級に相当すると認め

られる例示に該当し、日常生活が著し
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い制限を受けるか又は日常生活に著し

い制限を加えることを必要とする程度

に至っているといえる。

３　以上によれば、本件障害の状態は、国

年令別表に定める２級の障害の程度に該

当すると認められるから、請求人には平

成○年○月○日をその受給権発生日とす

る障害等級２級の障害基礎年金が支給さ

れるべきであり、原処分中、これと異な

り、障害基礎年金の裁定請求を却下した

部分は相当でないので、これを取り消す

こととし、その余の部分は、障害厚生年

金を支給しないとした結論において妥当

であるので、その余の再審査請求を棄却

することとして、主文のとおり裁決する。
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